
2026 年度版　ねじ総合カタログ

本書に下記の誤記が確認されましたので、お詫びして訂正いたします。
確認を進めたところ、2016年版から2024年版のカタログにも同一箇
所の誤記があることが判明いたしました。
長期間にわたり誤った表記を掲載してしまったことお詫びし、以下の
とおり訂正させていただきます。

■P116　　　呼び径六角ボルト、及び有効径六角ボルトのねじ部長
さb 呼び長さ表記について

［　正　誤　表　］
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参　考 　JIS B 1180 IS六角ボルトと附属書 JA六角ボルトとの対比 

主な規定項目 JIS B 1180，ISO 4014 ～ 4018，ISO 8676 及び ISO 8765 附属書 JA

名　　　　称 IS呼び径六角ボルト IS全ねじ六角ボルト IS有効径
六角ボルト JA六角ボルト JA小形

六角ボルト

部  品  等  級 A a） B b） C A a） B  b） C B 上，中，並 g） 上，中 g）

ね
　
じ

ピ ッ チ 並目ねじ，
細目ねじ 

並目ねじ
d＝5～ 64 mm

 並目ねじ，
細目ねじ

並目ねじ
d＝5～ 64 mm

並目ねじ
d＝3～ 20 mm 並目ねじ，細目ねじ

公差域クラス 6g 8g 6g 8g 6g 4h，6g，8g h）

鋼
製
ボ
ル
ト

機械的性質
強 度 区 分

d 〈 3 mm：
受渡当事者間の協定 c）

3 mm≦ d≦ 39 mm：
5.6，8.8，9.8，10.9 d）

d 〉 39 mm：
　受渡当事者間の協定

d≦ 39mm：
4.6，4.8

d 〉 39mm：
　受渡当事者
　　間の協定

d 〈 3mm：
受渡当事者間の協定 c）

3 mm≦ d≦ 39 mm：
5.6，8.8，9.8，10.9 d）

d 〉 39mm：
　受渡当事者間の協定

d≦ 39mm：
4.6，4.8

d 〉 39mm：
　受渡当事者
　　間の協定

5.8，6.8，8.8

d≦ 39mm：4.6，4.8，5.6
5.8，6.8，8.8，10.9

d≧ 42mm：受渡当事者間の
協定による。上記の強度区分
のいずれかに適合する場合は，
その強度区分を当該ボルトに
適用してよい。

仕上げ -皮膜

製造された状態
電気めっきの要求がある場合は，JIS B 1044による。
他の電気めっきの要求がある場合又はその他の表面処理が必要な場合は，受渡当事者間の協定に
よる。e）

一般に表面処理を施さない。
電気めっきの要求がある場合
に
は，JIS B 1044による。

非電解処理による亜鉛フレーク皮膜の要求がある場合は，JIS B 1046による。 ―

鋼
製
ボ
ル
ト

ス
テ
ン
レ
ス

機械的性質
強 度 区 分

d≦ 24 mm：
A2-70，A4-70

24 mm < d≦ 39 mm：
A2-50，A4-50

d > 39 mm：
受渡当事者間の協定

―

d≦ 24 mm：
A2-70，A4-70

24 mm < d≦ 39 mm：
A2-50，A4-50

d > 39mm：
受渡当事者間の協定

―
A2-70

受渡当事者間の協定による。
特に支障がない限り，JIS B
1054-1を適用するのがよい。

仕上げ -皮膜 製造された状態 製造された状態 製造された状態 ―

ボ
ル
ト

非
鉄
金
属

機械的性質 JIS B 1057による。
―

JIS B 1057による。
―

JIS B 1057
による。 受渡当事者間の協定による。

特に支障がない限り，JIS B 
1057 を適用するのがよい。仕上げ -皮膜 製造された状態 f） 製造された状態 f） 製造された状態 f）

㊟  上記名称の IS 呼び径六角ボルト，JA六角ボルト等は，ねじ商工連盟の統一呼称。
 a） 並目ねじで d=1.6 ～ 24 mm。ただし，呼び長さ l が 10d 又は 150 mm（いずれか短い方）以下のもの。
 b） 並目ねじで d=1.6 ～ 24 mm。ただし，呼び長さ l が 10d 又は 150 mm（いずれか短い方）を超えるもの。及び 

d＝27 ～ 64 mm。
 c） 並目ねじのみの規定。
 d） 細目ねじは d≦ 39 mm：5.6，8.8，10.9。d＞ 39 mm：受渡当事者間の協定。
 e） 部品等級Ａ，Ｂのみの規定。
 f） 電気めっきの要求がある場合は，JIS B 1044 による。
 g） 仕上げ程度は JIS 規格票参照のこと。
 h） ねじの公差域クラスは，JIS B 0205-4 及び JIS B 0209-1 による。なお，特に指定がない場合は，6g とする。

参　考 　 呼び径六角ボルト，及び有効径六角ボルトのねじ部長さ b
単位：mm

ね じ の 呼 び  d M 1.6 M 2 M 2.5 M 3 （M 3.5） M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 （M 14） M 16 （M 18） M 20

呼　び
長　さ

l ≦ 125 9 10 11 12 13 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46

125＞ l ≦ 200 40 44 48 52

l ＞ 200

ね じ の 呼 び  d （M 22） M 24 （M 27） M 30 （M 33） M 36 （M 39） M 42 （M 45） M 48 （M 52） M 56 （M 60） M 64

呼　び
長　さ

l ≦ 125 50 54 60 66

125＞ l ≦ 200 56 60 66 72 78 84  90  96 102 108 116

l ＞ 200 69 73 79 85 91 97 103 109 115 121 129 137 145 153
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ボ
ル
ト

非
鉄
金
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金
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